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薬剤師国家試験出題基準（案） 

 

 

薬剤師国家試験出題基準（以下、「出題基準」という。）は、薬剤師試験委員

が試験問題を作成するうえで「妥当な出題範囲」と「ほぼ一定の問題水準」を

保つために策定される基準であり、その内容については、学術の進歩及び薬剤

師業務の変化に伴い、おおむね４年を目途に見直しを行い、薬剤師国家試験の

改善を図っていくこととされている。 

 平成２５年１２月に薬学教育モデル・コア・カリキュラムが６年制課程に特

化した内容に改訂されたが、２０４０年以降の社会的役割を見据え、医・歯・

薬学教育における一部目標の共通化及び学修成果基盤型教育の導入等を内容

とするさらなる改訂が令和５年２月に行われた（以下「改訂モデル・コア・カ

リキュラム」という。）。令和１１年度には、改訂モデル・コア・カリキュラム

の下で６年制課程を修了する薬学生が国家試験を受験することから、医道審議

会薬剤師分科会薬剤師国家試験出題基準改定部会において出題基準の改定に

向けた検討を行った。 

本出題基準は、医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験制度改善検討部会に

おいて、令和８年３月にまとめられた「薬剤師国家試験のあり方に関する基本

方針」に基づき、改訂モデル・コア・カリキュラムの内容を基本とし、医学・

薬学の進歩と現状を踏まえて策定したものである。 

 

 

（１） 試験科目 

  試験科目は、薬剤師法施行規則の規定により、「社会と薬学」、「基礎薬学」、

「医療薬学」、「衛生薬学」及び「臨床薬学」とする。 

 

 

（２） 出題項目 

  今回の出題基準見直しの基本的な考え方は、改訂モデル･コアカリキュラ

ムを基本とし、医療や制度の現状を考慮し策定したものである。なお、各科

目の出題項目は、現行の出題基準の体系を参考に、必要に応じて項目間の入

れ替え等を適切に行った上で、「科目」、「大項目」、「中項目」、「国家試験にお

いて評価する項目」及び「試験範囲の例示」として整理したものであり、必

ずしも改訂モデル･コアカリキュラムの記載順等に対応するものではない。

また、出題項目は、あくまでも出題に際し準拠すべき基準であって、出題が

すべてこの範囲に拘束されるものではない。 

  各科目の出題項目は、別表Ⅰ～Ⅴに示すとおりである。 
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（３） 出題の考え方 

① 全般的な出題の考え方 

・ 薬剤師として具備しなければならない基本的な知識、技能及び態度を

評価する問題とする。 

・ 高い倫理観、医療人としての教養及び医療現場で通用する実践力を確

認することに配慮する。 

・ ５科目の内容については、相互に関連していることから、具体的な問

題の作成に当たっては、重複のないよう科目間の調整には十分な配慮が

必要である。 

・ 資格試験として過度に難解な問題、末梢的問題及び一部の例外的な事

項を取り上げるような問題の出題は避けることとする。 

・ 問題の文章構成や条件設定に留意し、解答すべき設問肢の数が１つで

はない場合には、正解数を明記することを基本とする。 

・ 分野ごとに問題の難易度が偏らないことを基本とする。 

・ 可能な限り、正しいもの（又は正しいものの組合せ）を問う問題とす

る。 

・ 画像や写真等を利用した問題の出題も積極的に活用することとする。 

・ 各種基準等の数値は、記憶することが必須又は極めて有用な数値であ

る場合を除いて、数値そのものを問う出題はしないこととする。 

・ 各試験法を問う出題については、保健衛生上の意義が大きく、かつ、当

該科目において汎用されているもの、又は原理的に重要なもののみを出

題し、その意義、測定原理等、試験又は測定実施のために必要とされる基

礎知識を問うこととする。また、専門業務において習得すべき操作等の

詳細は出題しないこととする。 

・ 研究に関する出題について、全ての出題項目において出題可能とする

が、過度に難解又は一部の特定分野で必要とされる知見を問うような作

問は避けることとする。 

 

② 必須問題及び一般問題における出題の考え方 

【必須問題】 

・ 必須問題は、医療の担い手である薬剤師として特に必要不可欠な基本

的な資質を確認するものであることに鑑み、各科目における基礎的な内

容を問うものとする。 

・ 五肢択一形式で問うことを基本とする。なお、正しい解答肢の組合せ

を問う形式や、解答肢の正誤の組合せを問う形式はとらず、単問のみの

出題とする。 

 

【一般問題】 
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・ 一般問題は、薬剤師が直面する一般的な課題を解釈・解決するための

資質を確認するものであることにかんがみ、一般問題（薬学理論問題）は

各科目における技能・態度を含む薬学の理論に基づいた問題となるよう

留意する。また、単問のみの出題とする。 

・ 一般問題（薬学実践問題）は、医療や公衆衛生等の実務において直面す

る一般的な課題を解決するための基礎力、実践力及び総合力を確認する

ため、症例、事例を挙げる等、実践に則した問題となるよう留意する。ま

た、一般問題（薬学実践問題）は全て複合問題として出題し、組み合わせ

る科目に制限を設けないこととする。 

 

③ 各科目における出題の考え方（エクセル別表作成に併せて委員に記載頂く。

科目名のみ変更済み） 

 

【法規・制度・倫理】【社会と薬学】 

・ 「法規・制度・倫理」は、薬剤師としての業務を遂行するために必要な

法的知識及びこれらの関連する各種の制度並びに医療の担い手としての

任務を遂行するために保持すべき倫理規範的知識や態度について問う問

題を出題する。 

・ 法律等に照らして薬剤師の行動等の適正性を問うような問題も出題す

る。 

・ 法規制の原則又は例外に焦点を当てた問題を出題する場合には、場面

設定を行う等、原則を問う問題か、例外を問う問題かが明確になるよう

配慮する。 

・ 法令、制度の新設や改正内容に関する設問は、当該法令等の改正内容

が周知されるまでの間は、原則として出題しないものとする。 

・ 法律のうち、衛生科目で出題される法規は原則として出題しないもの

とする。 

 

【物理・化学・生物】【基礎薬学】 

・ 「物理」は、医薬品を含む化学物質を理解する上で必要な物理化学的・

分析化学的な基礎知識及び考え方が身についているかどうかを問うこと

に重点を置いた問題を中心に出題する。 

・ 「化学」は、「医薬品・生体分子の性質を理解すること」を主題とし、

有機化合物としての医薬品・生体分子の物性、反応性及び分子レベルで

の作用機序等に関する基礎の理解と、基本的な知識を複数組み合わせた

応用力を問う問題を中心に出題する。 

・ 「生物」は、生体の構造、機能及び生体成分の代謝等に関する基礎知識

を問う問題を中心に出題する。また、感染症の病原体、免疫の仕組み等に

関する基礎知識を問う問題を出題する。 
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・ 物理、化学及び生物それぞれの問題数が偏らないように留意して出題

する。 

・ 「物理・化学・生物」では、小項目ごとに記載された留意事項を考慮し

ながら、薬剤師の臨床現場との関連性が高い問題を出題する。 

 

【衛生】【衛生薬学】 

・ 「衛生」は、薬剤師による健康増進・疾病予防、環境衛生の管理を理解

する上で必要となる基礎科学である衛生化学・公衆衛生学、栄養化学、環

境科学、毒性学、環境微生物学、疫学及び生態学等の基礎知識について出

題する。 

・ 衛生関係法規として、食品衛生法、食品表示法、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律、予防接種法、健康増進法、化学物質

の審査及び製造等の規制に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の

規制に関する法律、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律、環境基本法その他環境保全に係る法規、及び

学校保健安全法については、「衛生」において出題する。 

・ 医薬品の体内動態は原則として「薬剤」で出題されるが、薬毒物を含む

代表的な有害化学物質の体内動態は「衛生」において出題する。また、栄

養化学については、構造等の基本的な知識は原則として「物理・化学・生

物」において、その栄養学的内容は「衛生」において出題する。 

・ 「衛生」では、小項目ごとに記載された留意事項を考慮しながら、薬剤

師の臨床現場との関連性が高い問題を出題する。 

 

【医療薬学】 

【薬理】 

・ 「薬理」は、薬理作用や作用機序に関する基礎知識（総論）及び代表的

な治療薬の薬理作用や作用機序（各論）を中心に出題する。 

・ 臨床適用時の副作用・相互作用や剤形が問題となる場合を除いて、薬

物名は塩等を付さない薬物本体のみを表記することを基本とする。 

 

【薬剤】 

・ 「薬剤」は、薬物の体内動態及び製剤に関する基礎知識を問う問題とす

る。また、これらの問題数が偏らないように留意して出題する。 

 

【病態・薬物治療】 

・ 「病態・薬物治療」は、患者の病態生理を理解し、適正かつ安全な薬物

治療法の遂行等のために必要な知識を問うこととし、代表的な疾患の病

態生理（基本的な臨床検査も含む）、適切な治療薬の選択と使用上の注意、

薬物治療に役立つ情報（医薬品情報、患者情報、個別化医療）及び臨床研
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究デザインや生物統計について出題する。 

・ 治療薬の薬理作用や作用機序に関しては「薬理」において出題するこ

とを基本とする。 

 

 

【実務】【臨床薬学】 

・ 「実務」は、医療や公衆衛生等に携わる薬剤師の業務に関する基礎的及

び実践的な知識、技能及び態度を問う問題を出題する。 

・ 「実務」は、薬剤師が、医薬品を一商品としてではなく、生命と関連性

が高いものであることを常に意識し、患者を支援し、副作用の早期発見・

発生防止に努めることを含め、医薬品の安全性と有効性の確保のために

薬の専門家として業務に携わるべきことを理解しているかを問うことと

する。 

・ 患者の希望に沿った医療に貢献できるよう人間関係の必要性を理解し、

薬物の適正使用のための情報提供ができるか等を問う問題を出題するこ

ととする。 

・ 実践に即した問題抽出・解決能力を確認する観点から、実践の場で取

り得る解答肢の中から最も適切なものを選択する問題も出題する。 

・ 「実務」は、他科目すべてと関連することから、重複のないよう科目間

の調整には十分な配慮が必要となる。 

 

 

（４） 適用時期と次回改定 

  本出題基準については、第１１５回薬剤師国家試験（令和１１年度実施）

から適用する。また、出題基準については、学術の進歩及び薬剤師業務の変

化に伴い、おおむね４年を目途に改定する。 




